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④ 遺伝子関連・染色体検査について新たな評価を行う。

(7) 手術等の医療技術について、以下の見直しを行う。

① 医療技術評価分科会における検討結果等を踏まえ、医療技術の評価及

び再評価を行い、優先的に保険導入すべきとされた新規技術（先進医療

として実施されている技術を含む。）について新たな評価を行うとともに、

既存技術の評価を見直す。

② 新規医療材料等として保険適用され、現在準用点数で行われている医

療技術について新たな評価を行う。

③ 外科的手術等の医療技術の適正かつ実態に即した評価を行うため、外

保連試案の評価等を参考に評価を見直す。

(8) 今般、革新的な医薬品や医療機器の開発に伴い特殊な注射手技が出現し

うることを踏まえ、注射の準用に係る規定を設ける。

(9) 薬価専門部会の議論を踏まえて取りまとめられた「令和２年度薬価制度

改革の骨子」及び保険医療材料専門部会の議論を踏まえて取りまとめられ

た「令和２年度保険医療材料制度改革の骨子」に基づき対応する。

Ⅱ－９ 口腔疾患の重症化予防、口腔機能低下への対応の充実、生活の質に

配慮した歯科医療の推進

(1) 歯科外来診療の充実を図るため、以下の見直しを行う。

① 歯科外来診療における院内感染防止対策を推進する観点から、常勤の

歯科医師だけでなく関係する職員を対象とした研修を行うこととし、基

本診療料について評価を見直す。（Ⅱ－７－６(3)再掲）

② 歯科医療機関における医療安全に関する取組を推進する観点から、歯

科外来診療環境体制加算の施設基準について、歯科医師及び歯科衛生士

の配置等の要件を見直す。

(2) 歯科口腔疾患の重症化予防の観点から、以下の見直しを行う。

① 歯科疾患管理料について、長期的な継続管理等の評価をさらに充実さ

せる観点から、初診時に係る評価を見直すとともに、長期的な継続管理

について新たな評価を行う。（Ⅱ－４(4)①再掲）

② 歯周病安定期治療の対象となっていない歯周病を有する患者に対する

継続的な治療について新たな評価を行う。（Ⅱ－４(4)②再掲）
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(3) ライフステージに応じた口腔機能管理を推進する観点から、以下の見直

しを行う。

① 歯科疾患管理料の口腔機能管理加算及び小児口腔機能管理加算につい

て、歯科疾患の継続管理を行っている患者に対する診療実態に合わせて

要件等を見直す。

② 小児口腔機能管理加算について、算定の必須項目となっている咀嚼機

能の評価について要件を見直す。

(4) 基礎疾患を有する患者に対する歯科医療を充実させる観点から、以下の

見直しを行う。

① 長期療養において経口摂取を行っていない口腔の自浄作用の低下した

患者に対する、痂皮の除去等を評価する。

② ６歯以上の先天性部分（性）無歯症等であり、ブリッジや部分床義歯

等の一般的な補綴治療では治療困難な患者がいることを踏まえ、広範囲

顎骨支持型補綴の要件を見直す。

(5) 歯科診療所と病院歯科の機能分化・連携の強化を図る観点から、以下の

見直しを行う。

① 歯科治療恐怖症の患者等に対して行われる静脈内鎮静法について評価

を見直す。

② 歯科診療における安全で質の高い麻酔を実施する観点から、閉鎖循環

式全身麻酔を行った場合の管理について新たな評価を行う。

(6) 歯科固有の技術について、以下のような見直しを行う。

① ＣＡＤ／ＣＡＭ冠について、対象を見直す。

② 手術用顕微鏡を用いた根管充填処置等について、対象を見直す。

③ 抜歯等の手術における歯科麻酔薬の算定に係る評価を見直す。

④ 歯科技工料調査の結果を踏まえ、歯冠修復及び欠損補綴等の評価を見

直す。

Ⅱ－10 薬局の地域におけるかかりつけ機能に応じた評価、薬局の対物業務

から対人業務への構造的な転換を推進するための所要の評価の重点化と

適正化、院内薬剤師業務の評価

(1) 地域に貢献する薬局を適切に評価する観点から、地域支援体制加算につ

いて、薬局の質を把握・評価する指標（いわゆる薬局ＫＰＩ）等を参考に

要件及び評価を見直す。
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